
調査の経緯と目的

平城宮東方官衙地区とその周辺の発掘調査では、内裏

・第二次大極殿院東外郭の３官衙区画（推定宮内省）、そ

の東方に確認された官衙区画（通称磚積官衙）、さらにそ

の東の造酒司について敷地規模や建物配置を明らかにし

てきた。しかしながら、調査が部分的なこともあって東

方官衙地区全体の区画の構成や建物配置及びそれぞれの

比定される官衙名など不明な点も多いのが現状である。

このため都城発掘調査部では、今後数年にわたり、県

犬養門（東面中門）より西にのびる宮内道路の南から式部

省東方官衙に至るまでの南北に細長い空間を対象とし

て、継続的な発掘調査をおこなうことを計画した。調査

は地下探査の成果も参考としつつ、幅６�を基調とする

試掘的調査区を縦横におよぼす計画である（図１６８）。

この初回にあたる第４０６次調査は、東区朝堂院東方に

南北１２１�、東西１０１�の調査区を設定した。調査面積は

１，２９６�である。調査は２００６年１２月２０日より開始し、２００７

年５月１１日に終了した。

調査の成果

調査地一帯の中央には、基幹排水路SD２７００が南流し

ているが、その水路の東側については、今回の調査区の

北で東西両端が南折する築地塀SC１１５００と、その築地塀

の西側に基幹排水路SD３４１０が検出されており（第２２次調

査、第１５４次調査）、東西を水路で挟まれた空間に、築地塀

で囲まれた官衙区画が存在すると想定されていた。ま

た、特に第１５４次調査では、築地塀は基底部が１．５～１．８�

内外であったこと、築地塀の中央には出入口が設けられ

ていたことを確認している。さらに築地塀の南側には、

１２尺等間で東西に並ぶ柱穴列を検出し、桁行５間の礎石

建ちの東西棟建物（SB１１５４０、SB１１５５０）が対称位置に並ぶ

ものと推定している。

発掘調査の結果、第１５４次調査で北端を確認した官衙

区画は、少なくとも２時期の変遷があり、その規模は東

西約５０�、南北は１２０�を超えるものであることが明ら

かとなった。さらにこの官衙を区画する築地塀SC１１５００

については、ある段階で築地回廊に改作されたと考えら

れ、当初、礎石建物SB１１５４０、SB１１５５０の北側柱と理解さ

れていた柱穴列は、築地塀を築地回廊に改作する際に造

作された柱穴列であったことを確認した。また、区画は

築地塀SC１１５００から南５０�の位置に東西築地塀を設け、

南北に細長い区画を２つに区分している。区画内の北半

には、梁行１間桁行２間以上の掘立柱建物１棟、梁行２

間桁行２間以上の北庇を付けた礎石建物１棟を確認し

た。区画内の南半では、北端に礎石建ちの大型基壇建物

を配し、その南には、桁行１０間以上の南北に長い礎石建

ちの基壇建物を対称に配置していたことを確認した。

次に、基幹排水路SD２７００の西側では、水路に近接し

て、東側と西側とに庇を付けた梁行２間、桁行２間以上

の大型の礎石建ちの南北棟建物が検出され、基幹排水路

SD２７００と東区朝堂院に挟まれた空間にも、官衙区画が

営まれていたことが明らかになった。この建物の基壇上

や周辺からは、花文様の鬼瓦や蹄脚円面硯、細線で水波

文を刻んだ緑釉の盤などが出土している。

上記の官衙区画の間を流れる基幹排水路SD２７００は、

今回調査した箇所では幅は東西約３．２�、深さは約１．１�

であった。護岸形態は、西岸に土留め杭を密に打込み、

東岸は素堀りのままとしている。埋土は砂礫層を主体と

し、３００点を超える木簡が出土した。 （粟野 隆）
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図１６８ 今回の調査地と今後の調査予定地 １：５０００
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図１６９ 第４０６次調査区全景（南東から）

図１７０ SD２７００東の官衙区画を区分する築地塀（北東から） 図１７１ SD２７００西の大型基壇建物（北東から）
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